
木津川市国民健康保険運営協議会　会議要旨
	会議名
	平成３０年度第２回木津川市国民健康保険運営協議会

	日時
	平成３１年１月３１日(木)
午後２時００分から午後４時００分
	場所
	木津川市役所　
第２北別館　２階

	出席者
	委員
■：出席
□:欠席
	１号委員
（被保険者代表）
	■大西寛美 委員、■桝井惠子 委員、■尾﨑田鶴 委員
■樋垣育夫 委員、□村上惠子 委員、■大村元昭 委員

	
	
	２号委員
(保険医・保険薬剤師代表)
	■飯田泰啓 委員、■池田滋治 委員、■若菜和雄 委員
■木村英城 委員、■内藤邦夫 委員、■川田雅彦 委員

	
	
	３号委員
（公益代表）
	■福井博敏 委員、■佐々木慧 委員、■堀　英延 委員
□福井康裕 委員、■武田博利 委員、■三浦孝啓 委員

	
	市理事者
	河井市長

	
	庶務（事務局）
	市民部　金森部長
国保年金課　前川課長、清水主幹　松下係長　津田主任

	傍聴者
	無

	議題

	１．開会
２．資格審査
３．会長あいさつ
４．市長あいさつ
５．会議録署名委員の指名
６．議事
　（１）平成３１年度木津川市国民健康保険事業計画（案）について

　（２）平成３１年度木津川市国民健康保険特別会計予算（案）について
　（３）賦課限度額の引き上げ等に係る対応について
７．その他

８．閉会

	会議結果要旨

	１．開会
　　　・　開会宣言
２．資格審査
・　会議成立の資格審査
３．会長あいさつ
　　　・　福井会長あいさつ
４．市長あいさつ
　　　・　河井市長あいさつ
５．会議録署名委員の指名
　　　・　協議会の定めによる会議録署名委員の指名
６．議事
（１）平成３１年度木津川市国民健康保険事業計画（案）について
・質疑・応答
（２）平成３１年度木津川市国民健康保険特別会計予算（案）について
　　　　　・質疑・応答
　（３）審議　賦課限度額の引き上げ等に係る対応について
　　　　　・質疑・応答

７．その他
　　服薬情報通知事業について
　　　　・質疑・応答
８. 閉会
・　議事終了及び議長降壇
・　閉会宣言

	会議経過要旨

	１．開会
　　　事務局が開会を宣言した。
２．資格審査
委員１８名中 １６名の出席により、会議が成立していることを確認した。
３．会長あいさつ
　　　　福井会長が開会に際してのあいさつを行った。
　　　　要旨は、次のとおり。
　　　　　　・　今回の議事案件について、慎重なる審議をお願いしたい。
５．市長あいさつ
　　　河井市長があいさつを行った。
要旨は、次のとおり。
・　木津川が誕生して１２年目となり、人口が７万７千人を超えた。
　　　　　　・　国民健康保険制度ができた約６０年前は加入者のうち無職者が１割弱
　　　　　　　　であったが、現在では４割を超えており財政運営が苦しい。
　　　　　　・　平成３０年度から都道府県が保険者に加わり国保の安定運営を図っているところであるが、抜本的な解決には至っていない。
　　　　　　・　市長会を通じて国に対して制度の見直しや財政支援をお願いしている。
６．会議録署名委員の指名
会議録署名委員として尾﨑委員と佐々木委員を指名した。
７．議事
　　　　福井会長が議長となり議事を行った。
　（１）平成３１年度木津川市国民健康保険事業計画（案）について

【配布資料】

　　・　平成３１年度木津川市国民健康保険事業計画（案）

【事務局説明の概要】

　　　　　　　平成３１年度木津川市国民健康保険事業を実施するにあたって、次の点を重点施策とし国保事業の運営安定化を図る。

1 　医療費の適正化の推進

2 　国保税収納率の向上対策の推進

3 　（国保資格等）適用適正化の推進
4 　保健事業の推進
5 　広報・啓発事業の推進
　　　　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
○　医療費の適正化の推進の中で資格過誤点検及び内容点検とあるが、どのようなものか。
　　　　　➤　内容点検はレセプト内容が適正なものかどうかの点検となり、京都府国民健康保険団体連合会に委託している。資格過誤点検については、保険給付を行ったものが受診時点で国保資格があったかどうかの確認や、給付割合に誤りがないか等の点検となり民間の事業者に委託している。
（２）　平成３１年度木津川市国民健康保険特別会計予算（案）について

【配布資料】

　　・　平成３１年度木津川市国民健康保険特別会計予算（案）（概要）について
　　・　平成３１年度木津川市国民健康保険特別会計予算（案）前年度比較表
　　・　国民健康保険に係る費用負担の仕組み

【事務局説明の概要】

・　当初予算の総額は、71億4,292万5,000円を予定している。対前年度比で3.5％の増加である。保険給付費の伸びが増加の要因。予算の約70％の約50億円が保険給付費となっている。
・　医療給付費については、京都府から府支出金として交付されることから不足することはないが、市から府へ納付する国民健康保険事業費納付金が増加することとなり、国保財政に影響を及ぼすこととなる。
・　平成31年度については、基金の取り崩しにより財源不足分を補い運営することにより保険税の見直しを行わないが、現時点の基金残高から考えて毎年基金の取り崩しによる運営は困難だと判断している。
・　平成32年度に向けての国保税率の検討については、平成30年度の保険税率改定による結果や決算の状況も明らかになる夏頃に報告させていただく。
・　主な歳入予算費目としては、国民健康保険税14億5,759万2,000円、府支出金50億2,148万2,000円、繰入金6億4,693万3,000円。
・　主な歳出予算費目としては、総務費3,398万4,000円、保険給付費49億9,437万2,000円、国民健康保険事業費納付金19億6,815万7,000円、保健事業費１億2,330万3,000円。
　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
　〇　前回、特定健診とがん検診と同時実施すると聞いたと思うが予算は。
　➤　平成31年度は準備期間と考えており平成32年度から実施を検討している。
〇　特定健診と40歳以上の男性に対する風疹抗体検査を同時実施するとの
話を府医師会から聞いているが市の対応はどうなっているのか。
　　➤　国から市町村に正式な通知等がまだきていない。
　　　　　　〇　木津川市の国保税率は府が示している標準保険料率より低いが、国保運営ができているのはなぜか。
　　　　　　➤　一般会計からの法定外繰入や基金の取り崩しにより維持している。
　
　（３）　賦課限度額の引き上げ等に係る対応について
【事務局からの報告】
・　社会保険の被保険者が75歳になり後期高齢者医療に加入し、当該被保険者の被扶養者が国民健康保険に加入することになった場合、被扶養者の国保税の一部が減免される。その減免期間については木津川市国民健康保険税条例の附則により「当面の間」として運用されてきたが、本来の減免期間である「2年間」とする。
・　賦課限度額の引き上げが国で検討されている、現在「医療分58万」「後期分19万」「介護分16万」となっているが、医療分が3万円引き上げられ「医療分61万」となる予定である。
・　法定軽減に係る所得判定基準の引き上げが検討されており、実施される予定である。
・　国において制度改正がなされた場合、これに沿って市の条例も改正したいと考える。
【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
○　限度額引き上げ等にかかる影響はどの程度か。
➤　限度額引き上げについては、約600万程度の増収と予測しているが、あくまでも予測の範疇である。また、軽減の緩和については、減収となるが減収分は国・府から補助金・交付税として一般会計に入ってくるので、その分を国保会計へ繰入することにより賄えることになっている。
　　　　【審議結果】
　　　　　　承認
（４）その他　服薬情報通知事業について
　　　　　・　前回の本会にて説明を行った事業。その際、頂戴したご意見等から見直しが必要な点について検討を行い、最終調整を行った。
　　　　　・　前回は「７種類以上の薬剤を14日以上服用している、いわゆる多剤服薬者」を対象とすると説明したが、その際に頂戴した意見も含めて検討し「同系の薬効を同時期に服薬している、いわゆる重複服薬者」を対象とすることとした。
　　　　　・　通知を行うにあたっては、被保険者が自己判断で服薬を中止することがないよう文面に注意をする。
　　　　　・　次年度以降は、本事業と同主旨のものを京都府が行う予定となっているため、対象者等が変更となる可能性がある。
【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
　　　　　〇　「同系の薬剤」の判断はどのように行うのか。
　　　　　➤　委託を予定している業者はレセプト分析する技術をもっている業者であるので、業者で判断してもらうことになる。
８．閉会
議事の終了を受けて議長が降壇し、全日程を終えて事務局が閉会を宣言した。


	その他
特記事項
	特になし



 5 / 5

